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１  序 論  

食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 法 の 四 つ の 基 本 的 理 念 の 一 つ と し て 多 面 的 機 能 が 位 置

付 け ら れ る な か で 、 ４ ０ 万 ｋ ｍ の 農 業 水 路 網 等 で 形 成 す る 農 業 水 利 施 設 は 、 農

業 用 水 の 供 給 等 の 本 来 機 能 以 外 に 、 ダ ム の 貯 留 に よ る 洪 水 防 止 、 地 域 用 水 ・ 排

水 等 の 多 面 的 機 能 も 有 し て お り 、 そ の 機 能 の 一 層 の 発 揮 が 重 要 な 課 題 で あ る 。  

高 度 経 済 成 長 と 農 村 の 都 市 化 ･混 住 化 の 進 行 等 の 中 で 、大 戦 直 後 に 確 立 さ れ た

農 業 水 利 施 設 に 係 る 現 行 制 度 は 農 業 者 の 発 意 に よ る 強 制 参 加 と 負 担 を 基 本 と し

て い る が 、 多 面 的 機 能 発 揮 に 関 し て そ の 費 用 を 農 業 者 の み が 負 担 す る 不 公 平 性

や 地 域 住 民 の 意 向 が 反 映 さ れ な い 不 合 理 性 な ど 多 く の 問 題 が 顕 在 化 し て い る 。  

  こ の よ う な 課 題 や 問 題 に 対 応 す る た め 、 農 業 水 利 施 設 は 本 来 の 機 能 を 維 持 し

つ つ 、 多 面 的 機 能 も 十 分 に 発 揮 で き る 仕 組 み へ の 転 換 が 必 要 で あ り 、 そ の 確 立

に 向 け た 様 々 な 角 度 か ら の 研 究 が 必 要 で あ る 。  

本 研 究 で は 、 農 業 水 利 施 設 に 係 る 多 面 的 機 能 発 揮 と そ の 費 用 負 担 に 関 し て 、

現 行 制 度 の 変 遷 と 構 造 を 分 析 し 、 そ の あ り 方 を 明 ら か に し つ つ 、 米 国 の 制 度 に

よ る 検 証 に よ り 、 ２ １ 世 紀 に ふ さ わ し い 新 た な 制 度 を 考 察 す る 。 こ の 研 究 に よ

り 、 本 来 の 機 能 の 維 持 増 進 と 多 面 的 機 能 を 適 切 か つ 十 分 に 発 揮 す る 制 度 の 確 立

に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  



２  米 国 制 度 に よ る 検 証 理 由 と 既 往 研 究  

我 が 国 と 米 国 と の 農 業 水 利 施 設 を と り ま く 諸 条 件 は 、 自 然 ・ 気 象 、 農 業 用 水

の 歴 史 、 農 業 展 開 等 に 多 く の 相 違 点 が あ る が 、 米 国 の 制 度 に よ る 我 が 国 の 制 度

の 検 証 は 、 ① 農 業 用 水 を 主 と し た 大 規 模 水 利 施 設 の 建 設 と 管 理 の 制 度 が あ る 欧

米 の 代 表 、 ② Ｇ Ｈ Ｑ の 指 導 に よ り 加 州 の 農 業 水 利 組 織 が 我 が 国 の 土 地 改 良 区 制

度 の 参 考 、 ③ 我 が 国 よ り も 約 ３ ０ 年 間 先 行 す る 混 住 化 に 対 応 し た 制 度 が 有 な ど

か ら 有 効 で あ る と 考 え る 。  

一 方 、 我 が 国 の 農 業 水 利 施 設 に 係 る 制 度 は 古 く 極 め て 複 雑 で あ り 、 数 多 く の

研 究 や 報 告 が あ り 、 全 国 土 地 改 良 連 合 会 の 土 地 改 良 制 度 資 料 編 集 が 幅 広 い 見 地

か ら 総 合 的 に 検 討 さ れ も の と と ら え て 良 い が 、 ほ と ん ど が 農 業 機 能 の 観 点 か ら

取 り ま と め ら れ て い る 。 ま た 、 多 面 的 機 能 や そ れ に 関 連 し た 制 度 の 最 新 の 研 究

を 簡 潔 に ま と め た が 、 そ の ほ と ん ど が 効 果 や そ の 評 価 手 法 、 地 区 事 例 が 主 体 で

あ る 。 そ の 中 で 、 農 業 水 利 施 設 に 有 す る 多 面 的 機 能 と そ の 費 用 負 担 に 関 し て 、

制 度 全 体 か ら 解 析 し 、 外 国 と の 比 較 に よ り 系 統 立 て て 研 究 さ れ た も の は な い 。  

３  農 業 に 特 化 し た 農 業 水 利 シ ス テ ム の 構 造 と 多 面 的 機 能  

農 業 水 利 施 設 は 、 そ の 原 型 を 整 え た 幕 藩 体 制 の 時 代 か ら 農 業 者 の 自 ら の 負 担

と 自 主 的 規 範 に 基 づ い た 共 同 体 制 い わ ゆ る 村 に よ り 管 理 さ れ て き た 。 明 治 以 降

の 近 代 法 の 体 系 に お い て 、 地 租 改 正 に よ り 土 地 所 有 権 が 確 立 さ れ る な か で 、 地

主 等 土 地 所 有 者 を 組 合 員 と す る 普 通 水 利 組 合（ 1890）、耕 地 の 利 用 増 進 の た め の

建 設 を 強 制 的 に 行 う こ と が で き る 耕 地 整 理 組 合 （ 1909） が 設 立 さ れ た 。  

大 戦 後 、 食 料 増 産 と 農 地 改 革 と い う 国 家 的 課 題 の た め 、 土 地 改 良 法 (194 9 )が

制 定 さ れ 、 普 通 水 利 組 合 と 耕 地 整 理 組 合 等 を 引 き 継 ぐ 土 地 改 良 区 が 設 立 さ れ 、

農 業 上 の 利 用 増 進 さ せ る た め 、 土 地 所 有 者 で は な く 原 則 と し て 農 地 を 耕 作 す る

農 業 者 を 組 合 員 と し た 。 ま た 、 国 県 営 が 法 定 化 さ れ 農 業 者 の 発 意 に よ る 大 規 模

な 施 設 の 建 設 が 行 な わ れ 、 農 業 に 限 定 さ れ た 法 制 度 の 確 立 を 示 し た 。 し か し 、

村 に よ る 水 利 慣 行 や 地 域 用 水 等 の 多 面 的 機 能 の 利 用 が 存 続 し 、 末 端 施 設 等 が 村

に よ る 共 同 作 業 に よ り 管 理 さ れ た 慣 習 の 歴 史 と 実 態 を 明 ら か に し た 。  

農 業 水 利 制 度 は 、 農 業 者 に よ る 独 占 的 ・ 排 他 的 な 利 用 と そ の 費 用 負 担 が 法 制

度 化 さ れ た 私 的 面 、 水 利 慣 行 や 末 端 施 設 の 共 同 作 業 な ど 村 に よ る 伝 統 的 な 共 同

面 に 加 え 、 国 民 経 済 の 発 展 へ の 公 共 事 業 と い う 公 的 面 を 備 え た 三 極 構 造 に 発 展

し 、 農 業 機 能 も 多 面 的 機 能 も 十 分 に 発 揮 さ れ た こ と を 示 し た 。 そ の 上 で 、 多 面

的 機 能 の 発 揮 と そ の 費 用 負 担 に 関 す る 法 制 度 が 三 極 構 造 の 下 で 無 い に も か か わ

ら ず 、以 下 の ５ 要 因 が あ る 故 に 問 題 が 顕 在 化 し な か っ た と の 作 業 仮 説 を た て た 。 

第 １ 要 因 ： 食 糧 増 産 、 農 地 改 革 が 国 家 課 題 で あ り 、 国 民 の 多 く が 農 業 関 係 者  

第 ２ 要 因 ： 農 業 者 が 大 部 分 の 均 一 な 村 の 存 在 と そ の 意 向 が 地 域 の 利 害 を 反 映  



第 ３ 要 因 ： 複 雑 多 岐 な 水 利 慣 行 等 か ら 農 業 者 の 管 理 が 効 率 的 か つ 効 果 的  

第 ４ 要 因 ： 大 規 模 な 農 業 水 利 施 設 の 建 設 は 国 土 利 用 の 観 点 か ら 国 県 が 実 施  

第 ５ 要 因 ： 農 業 者 は 負 担 能 力 が あ り 、 村 の 共 同 作 業 が 不 公 平 問 題 を 解 消  

４  三 極 構 造 の 成 立 要 因 の 欠 陥 化 と あ り 方 の 解 析  

多 面 的 機 能 発 揮 に 関 し て 、 三 極 構 造 は 、 そ の 前 提 と な る 成 立 要 因 が 戦 後 の 高

度 経 済 成 長 や 都 市 化 、 混 住 化 等 に よ り 欠 陥 化 し そ れ 自 体 が 破 綻 し て い る こ と を

明 ら か に し た 。 そ の 上 で 、 こ れ ま で 、 様 々 な 制 度 改 正 等 が 行 な わ れ て き た が 、

多 面 的 機 能 発 揮 の た め 、制 度 の 抜 本 的 見 直 し の 必 要 性 と そ の あ り 方 を 分 析 し た 。 

第 １ 要 因 は 、 国 家 的 課 題 や 国 民 意 識 の 変 化 等 の 中 で 、 2001年 の 法 改 正 で 目 的

原 則 に 環 境 と の 調 和 へ の 配 慮 が 追 加 さ れ た が 、 農 業 水 利 を 核 と し つ つ 多 面 的 機

能 の 発 揮 の た め の 展 開 が 必 要 で あ る こ と を 明 ら か に し た 。 こ の 場 合 、 第 ２ 要 因

の 解 決 策 と し て 農 業 以 外 の 関 係 者 を 組 合 員 と す る こ と や 建 設 ・ 管 理 主 体 、 費 用

負 担 者 の 体 系 的 見 直 し が 必 要 で あ る こ と を 示 し た 。  

第 ３ 要 因 に つ い て は 、 大 規 模 ダ ム の 建 設 等 に よ る 複 雑 な 水 利 慣 行 の 緩 和 の 一

方 、 多 面 的 機 能 発 揮 が 高 ま る 中 で 、 公 共 性 の 高 い 施 設 等 の 公 的 管 理 、 末 端 施 設

の 地 域 資 源 と し て の 管 理 組 織 、 基 幹 か ら 末 端 ま で 農 業 水 利 を 広 域 的 か つ 一 元 的

に 管 理 す る 農 業 水 利 組 織 の 創 設 な ど 多 様 な 主 体 に よ る 多 極 一 元 構 造 の 必 要 性 を

提 示 し た 。第 ４ 要 因 で は 自 然 環 境 保 全 等 国 の 新 た な 責 任 と 役 割 等 を 明 確 に し た 。 

第 ５ 要 因 に つ い て は 、 組 合 員 以 外 の 者 に 賦 課 徴 収 す る 制 度 (197 2 )は 干 拓 地 の

特 異 な ２ 地 区 だ け で 、 具 体 的 な 受 益 の 変 動 が な く 慣 習 的 に 施 設 を 利 用 し て き た

者 に 対 す る 賦 課 の 難 し さ や 単 な る 負 担 は 地 域 社 会 の 反 発 を 受 け る 実 態 な ど を 明

ら か に し 、 多 面 的 機 能 の 発 揮 の た め の 事 業 へ の 参 画 や 公 的 負 担 を 含 め 多 面 的 機

能 の 効 果 と 費 用 負 担 の 明 確 化 な ど 新 た な あ り 方 を 提 示 し た 。  

５  我 が 国 の あ り 方 の 米 国 制 度 に よ る 検 証  

 米 国 の 農 業 水 利 制 度 は 、 開 拓 法 (190 2 )に 基 づ い た 国 自 ら の 発 意 に よ る 建 設 ・

管 理 が 基 本 で 、 農 業 水 利 組 織 等 と の 契 約 に よ る 国 と の 二 階 建 て 構 造 で あ る こ と

を 明 ら か に し た 。 し か し 、 我 が 国 は 、 水 利 用 の 歴 史 的 背 景 、 零 細 ・ 分 散 の 農 地

と 宅 地 等 の 混 在 な ど の 特 性 か ら 、 安 全 ・ 安 心 な 食 料 の 安 定 供 給 た め の 農 業 用 水

の 供 給 を 基 本 と し た 多 極 一 元 構 造 が 有 効 で あ る こ と を 提 示 し た 。  

米 国 も 農 業 に 特 化 さ れ た 事 業 制 度 が 、 混 住 化 の 進 行 に 応 じ て 多 目 的 利 用 と 農

業 以 外 負 担 の 導 入 、 住 民 も 組 合 員 と す る 加 州 の 農 業 水 利 組 織 、 1980年 代 か ら 国

の 全 額 負 担 に よ る 自 然 環 境 保 全 な ど 進 化 し て い る こ と が 分 か っ た 。 我 が 国 の 多

面 的 機 能 発 揮 に 対 応 す る 制 度 へ の 展 開 が 適 当 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。  

米 国 の 国 営 の 建 設 ・ 管 理 の 費 用 負 担 は 、 農 業 用 水 、 洪 水 防 止 、 野 生 動 物 保 護

等 様 々 な 各 便 益 に 振 り 分 け て 費 用 が 計 算 さ れ 、 受 益 者 は 費 用 振 り 分 を 負 担 し 、



負 担 残 は 国 が 負 担 す る 。 そ れ の 我 が 国 の 新 た な 負 担 制 度 の 適 応 性 を 分 析 し た 。  

 加 州 の 農 業 水 利 組 織 は 、 地 域 住 民 が 組 合 員 と な り 、 組 合 員 の 票 数 を 農 業 者 が

農 地 の 面 積 で 住 民 が 選 挙 権 者 数 で 決 定 さ れ る が 、農 業 の 優 位 性 を 確 保 す る た め 、

発 意 者 や 事 業 の 運 営 を 行 な う 理 事 は 農 業 者 に 限 定 す る 制 度 等 を 解 明 し 、 我 が 国

の 土 地 改 良 区 に 非 農 業 者 が 参 画 す る 制 度 の 可 能 性 を 考 察 し た 。  

６  わ が 国 の 新 た な 制 度 の 考 察  

本 論 文 の こ れ ま で の 分 析 や 検 証 等 を 踏 ま え て 、 多 面 的 機 能 の 発 揮 の た め の 事

業 は 、 農 業 用 水 の 供 給 等 の 農 業 機 能 を 発 揮 す る 農 業 水 利 施 設 の 建 設 ・ 管 理 に お

い て 、付 随 的 に 行 な わ れ る も の と 位 置 付 け た 。そ の 上 で ､多 面 的 機 能 の た め の 事

業 の 費 用 負 担 者 を 明 ら か に す る た め 、 多 面 的 機 能 の 内 容 と そ の た め に 追 加 管 理

費 用 が 必 要 か 、 さ ら に 分 離 施 設 が 有 る か に よ り 事 業 を 区 分 し た 。 そ の 事 業 区 分

ご と に 、 現 在 の 事 業 制 度 が 可 能 か ど う か を 明 ら か に し 、 分 離 施 設 の 建 設 等 に 新

た な 制 度 を 示 し た 。  

農 業 水 利 施 設 の 有 す る 多 面 的 機 能 を 発 揮 す る た め の 管 理 と そ の 費 用 負 担 に つ

い て は 、 受 益 が 及 ぶ 範 囲 を 分 化 し 、 そ の 区 域 ご と に 管 理 と 負 担 を 現 行 制 度 で 対

応 で き る か を 評 価 し 新 た な 制 度 を 提 示 し た 。 と く に 、 土 地 改 良 区 は 、 加 州 と 組

織 形 態 が 異 な る 我 が 国 の 市 町 村 と の 連 携 が 不 可 欠 で あ り 、 地 域 住 民 が 反 射 的 に

受 け る 効 果 を 市 町 村 か ら 負 担 金 徴 収 す る 制 度 を 提 案 し た 。  

こ れ ら を 総 括 し て 、 広 域 水 利 型 、 地 域 資 源 型 、 従 来 型 土 地 改 良 区 と 市 町 村 の

新 た な 関 係 を 明 ら か に し 、 国 、 県 管 理 も 含 め た 多 極 一 元 構 造 を 提 案 し た 。  

７  結 言  

 農 業 水 利 制 度 は 、 農 政 的 課 題 と 社 会 経 済 的 課 題 の 二 つ の 基 本 的 視 点 の バ ラ ン

ス に よ り 制 度 が 進 化 し 、 混 住 化 と の 高 い 法 則 性 を 示 し た 。 今 後 、 担 い 手 へ の 農

地 の 集 中 や 農 地 持 ち 非 農 業 者 の 増 加 等 に よ る 益 々 の 混 住 化 が 予 想 さ れ 、 多 面 的

機 能 発 揮 に 関 す る 制 度 が 必 要 で あ り 、 そ の た め の 土 地 改 良 制 度 の 詳 細 な 検 討 、

WTO や OEC D の 議 論 と 整 合 性 が と れ た 農 業 と 農 業 以 外 効 果 等 の 基 準 の 研 究 な ど 、

管 理 の 時 代 を 迎 え 「 制 度 資 本 」 の 研 究 が 重 要 な 課 題 と な る こ と を 提 言 し た 。  


